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捨

刷

越

霞

常
業
税
の
課
税
物
件
の
地
方
分
別
難

文
化
現
象
の
縫
集
作
用
・
・
・
・
・
・
・
法
単
士

純

粋

囲

内

糸

-
w

・
・
・
曙
-
-
-
法
串
士

時

論

調
填
枇
曾
民
主
黛
の
農
政
綱
領
・
・
・
法
串
博
士

語

眠

怯

犯

琉
球
ω
牒
藩
ィ
し
日
支
雨
嵐
閥
係
の
絡
末
法
一
申
博
士

植
民
及
び
植
民
地
の
一
意
義
，
••• 

，純冊目相官官

雄
四
市
錦
岨
叩

英
領
米
ア
フ
リ
カ
の
羽
状
ご
其
牌
来
・

同
盟
罷
業
保
険
の
現
状
・
・
・
・
個
持
品
工

八
日
市
の
坦
源
三
師
化
人

-
R済
同

7
I

地
方
財
政
ご
累
進
税
比
例
掛
・
・
法
事
士

冶

品

企

下

議
院
拙
中
改
正
拙
枠
・
鍵
災
手
形
蕗
岨
委
員
曾
官
制
・
公
益
質
益
法
施
付
却
則
・
米
並
籾
の
愉
入
枕
切
除
の
件
叫
限

ド
h

司
法
事
博
士

紳

戸

正

雄

恒

藤

恭

作

田

嘉

一

河

田

嗣
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山
本
美
越
乃

長

田

三

郎
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菅
野
和
太
郎

沙
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調
査
審
議
λ

第
二
保
震
災
手
掛
川
島
問
委
員
官
ρ
曾
長
一
人
及
番
員
十
三
人
以
内
ヲ
以

一
テ
之
ヲ
組
織
ス

一
第
三
保
曾
長
ρ

大

前

大

臣

ヲ

以

テ

之

一

一

充

ツ

‘

一
第
四
僚
委
員
ハ
左
一
二
咽
グ
ル
者
ヲ
以
テ
之
一
二
見
ツ

一
一
大
蔵
部
内
高
等
泊

一

ニ

貴

族

院

議

員

第
四
十
能

z
左
J

二

項

ヲ

加

フ

一

三

衆

議

院

議

員

臨
算
案
カ
賞
族
院
=
移
サ
レ
タ
ル
ト
キ
戸
珠
算
委
員
ρ

共
ノ
院
一
於
テ
一
四
日
本
融
行
制
裁
瓦
訓
練
裁

受
取
リ
タ
ル
日

7
二
十
一
日
以
内
ニ
審
査
ヲ
梓
リ
議
院
=
塑

2
2
一

五

日

本

組

行

問

事

d

各
議
院
ハ
巳
ム
ヨ
ト
ヲ
得
工
事
由
ア
ル
ト
キ
ハ
議
決
ヲ
以
一
ア
審
査
期
一
前
項
ノ
委
員
ハ
第
四
腕
一
-
禍
グ
ル
者
ヲ
陥
タ
ノ
外
犬
曜
大
臣
J

奏
前
一
一

間
ヲ
延
長
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
得
但
シ
其
ノ
期
間
ハ
通
シ
ア
五
日
ヲ
旭
ユ
ル
ヨ
ト
一
依
リ
内
閣
一
-
於
ア
之
ヲ
命
ズ

一
第
五
障
令
長
内
骨
務
ヲ
蝕
盟
ス

ヲ

得

ス

一

門

歩

一

聞

〕

一

曾

長

事

故

ア

ル

ト

キ

ハ

大

繭

大

臣

ノ

指

名

シ

タ

ル

委

員

共

J

職
務
ヲ
代

明
治
-
一
十
二
年
ニ
月
十
一
日
法
体
第
二
娩
議
院
法
抄
紘
一
理
ス

第
仰
+
曲
政
府
ヨ
リ
換
算
案
ヲ
衆
議
院
ユ
提
山
シ
ダ
ル
ト
キ
ρ

珠
算
一
第
大
峰
震
災
手
形
虚
班
委
員
曾
ユ
幹
事
ヲ
世
ク
幹
事
ρ

大
揖
-
大
臣
ノ
奏

要
員
ρ
其
J

院
ユ
札
府
テ
盛
-K

諦
コ
依
リ
大
蔵
部
内
高
等
官
及
日
本
凱
行
職
員
ノ
中
ヨ
り
内
閣
一
一
於
テ

ヲ

静

り

議

院

ユ

報

告

九

〈

シ

之

ヲ

命

ズ

幹
事
ハ
曾
長
ノ
指
卸
ヲ
承
ケ
庶
務
ヲ
整
理
ス

第
七
品
震
災
手
時
慮
理
委
員
合
z
書
抱
ヲ
世
ク
番
組
山
大
臓
部
内
列
任

官
民
品
日
本
銀
行
職
員
ノ
中
ヨ
り
大
蔵
大
臣
之
ラ
命
ズ

番
組
ρ
曹
長
及
幹
事
ノ
指
揮
ヲ
承
ケ
庶
務
一
一
従
事
Z

附

則

本
令
ハ
品
目
布
ノ
洞
ヨ
り
之
ヲ
施
行
ユ

法

F去

議
院
法
中
改
正

法
律
第
一
平
十
三
腕

令

四
六
六

第
三
娘

プt
j言

第
二
十
五
巻

同岳、
マ

{
昭
和
二
年
五
月
二
日
)

動
令
第
百
五
十
五
税

震
災
手
形
慮
理
委
員
曾
官
制

(
問
和
-
一
年
六
月
三
一
日
)

第
一
蹄
副
理
担
手
形
凪
問
委
員
合
ρ

大
成
大
臣
J

監
督
品
風
U

其
ノ
諮
問

ヱ臨
d
震
災
手
形
善
後
慮
理
及
震
災
手
市
損
先
納
償
-
一
闘
ス
ル
事
項
フ
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公
益
質
屋
法
施
行
規
則

内
務
省
令
第
三
十
四
現

昭
和
二
年
ヒ
月
十
六
日
)

第
一
保
公
益
質
屋
法
第
一
蹄
第
二
項
J

規
定
ユ
依
ル
毘
可
申
前
書
品

ρ

左
ノ
事
項
ヲ
抱
哉
シ
タ
ル
脊
翻
ヲ
添
柑
ス
A
4
J

一

名

郡

エ
業
務
所
ノ
位
置

=
一
業
務
所
及
其
J

附
風
建
物
ノ
規
模
、
構
造

問

業

務

開

始

r
擁
定
年

H
日

五
事
業
方
法

六

財

産

目

録

七
定
款
又
ハ
寄
附
行
錯

綜
二
保
市
町
柑
又
ハ
公
盆
法
人
公
益
質
屋
ノ
業
務
-7

附
始
セ
ン
ト
ス
ル

ト
キ
』
謀
務
開
始
ノ
日
前
三
十
日
目
指
ミ
其
J

旨
地
方
長
官
一
-
届
出
ツ

円
レ

市
町
村
前
項
J

規
定
品
世
リ
厨
山
ヲ
鍔
ス
ト
キ
ハ
前
降
第
一
雄
乃
軍
第

五
統
品
輔
ク
ル
事
項
7
併
セ
テ
届
出
ツ
へ
シ
共
ノ
事
項
ヲ
艶
亜
セ
シ
ト

ス
ル
ト
キ
亦
同
シ

第
三
時
市
町
村
又
山
公
盆
法
人
前
節
第
一
項
ノ
臆
山
ヲ
活
シ
タ
ル
ト
キ

ハ
車
二
名
稲
、
業
秘
所
〆
位
置
及
業
秘
開
始
F

年
月
日
ヲ
公
一
百
九
へ
A
V

共
ノ
事
項
ヲ
艶
厄
セ
ン
ト
λ

ル
ト
キ
亦
悶
シ

第
四
臨
市
町
制

Z
A
公
盆
桔
入
品
盆
質
昼
ノ
業
務
ヲ
駿
止
セ
ン
ト
ス
ル

ト
キ
円
業
務
駿
止
ノ
目
前
三
十
日
目
詣
E

共
J

旨
地
方
長
官
ユ
届
出
ツ

法

令

へ
ν

第
五
倍

州
国
ス

一
部
排
祷
ア
リ
タ
ル
岬
抽
選
遣
し
y

得
へ
キ
質
物
J

部
分
ヲ
生
V
タ
ル
ト
キ

ρ

之
ヲ
質
世
主
=
遮
温
ス
〔
シ

第
六
降
品
盆
質
屋
法
第
十
一
峰
瞳
一
環
ノ
規
定
=
位
nv
流
質
物
ヲ
貰
却

セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
競
争
入
札
ノ
目
前
五
日
目
迄
=
左
ノ
事
項
費
時
骨

ス
へ
シ

一
入
北
昌
什
ス
ル
物
品
ノ
種
類
及
貝
監

ニ
契
約
峰
項
ヲ
示
見
場
所

三
入
札
ノ
場
所
及
日
時

四
入
札
保
詑
企
ヲ
徴
ス
ル
ト
キ
ハ
共
ノ
金
額

第

七

峰

左
J

各
現
ノ
一
-
二
時
官
完
ル
場
合
=
於
テ
ハ
随
意
契
約
一
一
依
リ

流
賞
物
ヲ
斑
却
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
得

一
競
争
入
札
品
付
ス
ル
宅
入
札
ナ
キ
ト
キ

ヱ
競
争
入
札
ニ
田
昌
及
フ
モ
入
札
価
格
力
団
措
定
価
掛
一
一
造
セ
サ
ル
ト

質
置
主
一
切
畔
済
ァ
鴻
ス
場
合
=
於
ア
ウ
先
ツ
之
ヲ
元
金
品
克

キ

流
質
物
カ
麓
争
入
札
昌
什
ス
ル
ヲ
過
叫
ト
セ
ザ
ル
L
V

キ

競
争
入
札
ユ
什
ス
ル
ヲ
著
シ
ク
不
利
ト
胞
ム
ル
ト
キ

第
λ
踊
日
間
質
物
段
損
掛
質
持
ノ
他
ノ
事
由
一
一
凶
リ
貰
却
ス
ル
ヨ
ト
フ
得

サ
ル
晶
玉
リ
ダ
ル
場
合
ハ
之
ヲ
腔
棄
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
九
倍
品
盆
質
民
法
第
十
三
保
第
一
項
ノ
手
量
料
ハ
流
質
物
ノ
貰
却
代

金
J

百
分
ノ
王
ト
ス

四

第
=
十
五
巻

問
点
七

第
三
抗

プミ
七

E 調 也

足切，・・・，←



正

日
レ
1
1
1
1

法

令

一一~

第
十
保
母
盆
質
量
法
第
十
=
一
保
第
二
割
ノ
場
合
=
於
ケ
ル
各
抗
質
物
-
-

封
完
ル
代
金
ニ
宜
却
代
金
ヲ
其
ノ
質
入
昔
時
ユ
於
ケ
ル
評
伺
持
品
一
按
分

シ
テ
之
ヲ
定
ム
《

ν

第
十
一
保
公
鑑
賞
昌
一
二
冊
付
タ
ル
コ
ト
ヲ
弾
丸
ル
幌
緯
ノ
様
式
ハ
臨
府

麟
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

節
十
ニ
俸
質
札
及
品
雌
a
ρ

其
ノ
番
錦
、
質
置
主
ノ
佐
所
、
氏
名
E
A
A官

畳
質
昼
ノ
名
郁
ヲ
問
載
シ
主
務
者
組
名
捺
印
シ
質
契
約
ヲ
舘
ス
毎
ユ
貸

付
金
額
、
質
物
J

繍
類
、
貝
量
、
番
鵠
及
賓
入
年
月
日
ヲ
把
入
九
へ

ν

其
ノ
様
式
内
腿
府
蹴
骨
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

質
札
及
通
帳
-

A

申
出
品
依
リ
質
契
約
昌
闘
シ
通
知
ヲ
曇
タ
ヘ
キ
場
所

ヲ
胞
載
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
得

第
十
三
倫
質
世
主
質
札
又
ρ

祖
師
7
亡
先
旦
損
シ
タ
ル

t
キ
ハ
共
ノ
番

醜
、
借
品
目
金
師
、
質
物
ノ
種
類
、
員
駐
仏
品
質
入
年
月
日
フ
花
輪
シ
保
賦

A
ノ
連
署
シ
タ
ル
書
面
ヲ
以
テ
質
札
見
ρ

描
幌
ノ
再
交
付
ヲ
樹
事
ス
ル

ヨ
ト
ヲ
得

賓
礼
文
ρ
温
岨
J

再
克
刊
ヲ
錦
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ρ
其
J

質
札
又
ハ
羽

幌
ノ
番
観
ヲ
-
週
間
公
示
ス
門
シ

第
+
四
緑
公
証
法
人
公
桂
質
届
ノ
業
務
一
-
闘
シ
規
程
ヲ
設
ケ
シ
ト
ス
ル

ト
キ
ρ

地
方
長
官
J

臨
可
ヲ
畳
タ
n

シ
其
ノ
園
田
川
比
ヲ
錦
サ
ン
ト
ス
ル
ト

キ
亦
同
uv

第
十
五
続
本
守
中
市
町
村
E

翻
ス
ル
規
定
丹
町
村
制
ヲ
施
行
セ
サ
ル
地

t

，
在
り
テ
ハ
町
村
-
一
平
ス
《
キ
モ
ノ
ニ
之
ヲ
摘
用
ス

附

則

本
ム
市
内
昭
和
二
年
λ
月
十
日
ヨ
り
之
ヲ
施
布
Z

第
一
一
十
五
巻

医
大
λ

第

捜

一
大
λ

本
令
施
行
J

探
現
ラ
公
盆
質
屋
ヲ
桓
骨
ス
ル
市
町
村
k
h
益
金
法
人
円
本

帝
施
訂
後
一
月
以
内
ニ
劃
一
暢
第
一
腕
乃
軍
第
一
-
一
一
割
及
第
五
規
一
一
鞠
ク
ル

事
項
蛇
品
業
務
朗
始
ノ
年
月
日
ヲ
地
方
長
官
品
目
聞
出
ツ
へ
シ

門
事
問
〕

昭
和
二
年
三
月
三
十
一
日
公
布
法
律
第
三
十
五
貌
公
詰
質
屋
世
抄
錦

部
}
絡
第
二
項

公
盆
法
人
品
盆
質
副
血
ヲ
紐
普
ス
ル
場
合
品
品
目
テ
ρ

業
務
所
ヲ
定
メ
地

方
長
官

J
E可
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
十
一
時
第
一
項

流
質
物
ρ

競
手
入
札
=
依
リ
之
7
貰
却
ス
ヘ
レ

第
十
三
崎
柿
質
物
ノ
葺
却
代
金
ヨ
り
元
金
及
刺
子
a
相
官
ス
ル
盛
岡

拙
ユ
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
手
動
料
ヲ
控
除
シ
ダ
ル
時
四
億
金
ハ
之
ヲ
質

世
主
=
交
付
ス
へ
シ

流
質
物
ヲ
一
括
シ
テ
貰
却
シ
タ
ル
場
合
z
於
ケ
ル
各
流
質
物
品
謝
λ

ル
代
金
ノ
叶
算
一
【
問
醐
シ
テ
ハ
命
令
ヲ
叫
一
一
ア
之
ヲ
定
ム

米
及
籾
ノ
輸
入
税
呂
田
除
ノ
件
康
止

勅
令
部
二
百
五
十
九
掛

(
昭
和
二
年
八
月
十
ニ
同
}

昭
和
二
年
勅
令
部
十
七
都
ρ

之
ヲ
底
止
ス

ー

リ

m
H

蜘四何

本
帝
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
列
但

ν
本
A
V
施
行
制
本
邦
ユ
輸
入
J

目

的
ヲ
削
テ
師
一
-
買
什
契
約
ヲ
儒
シ
瓦
山
本
令
施
行
ノ
際
現
=
本
邦
-
-
向
ゲ

聡
詮
J

逸
品
在
ル
来
且
駆
ノ
肱
入
砥
ハ
昭
和
二
年
十
月
三
十
一
日
迄
之
7

克
除
ス
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